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衆議院法制局だからできる。衆議院法制局でしかできない。
　衆議院法制局のことを既に知っている方も、まだ知らない方も、このパンフレットを手に取ってくださり、ありがとうございます。
　衆議院法制局は、「国民主権」の新たな憲法の下で、「国の唯一の立法機関」（日本国憲法第41条）とされた国会が十分な立法
機能を果たすことができるよう、1948（昭和23）年に設けられた組織であり、2023（令和５）年に創立75周年を迎えました。

　もちろん、衆議院法制局だからできること、衆議院法制局でしかできないことは、まだまだありますので、このパンフレットを読み進
めて是非見つけてください。そして、衆議院法制局で働くことが、あなたの将来の選択肢の一つになっていたら幸いです。

「法律づくりのお手伝い」
　衆議院法制局だからできる、そして、衆議院法制局でしか
できないことはたくさんあります。その最も代表的なものは、
衆議院議員が国会に提出する法律案（議員が国会に提出する法
律案を「議員立法」といい、特に、衆議院議員の提出に係るものを「衆法」と
呼びます）の立案・審査を行うことです。
　平たく言えば「法律づくりのお手伝い」ということになりま
すが、これは、ただ執務室にこもって議員の政策を浄書して
終わるという機械的な仕事ではありません。議員のもとに何
度となく赴き、その求めに応じて政策立案のごく初期の段階
から法制度設計に関与し、打合せを重ねながら「オーダーメ
イド」の法律案を共に練り上げ、出来上がった法律案の国会
への提出から審議のサポートまで――産声を上げたばかり
の議員の政策が法律として世に出るまで――をトータルでサ
ポートするという非常にクリエイティブな仕事です。
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「立法府の法律顧問」
　また、衆議院法制局の業務の範囲は、国政のあらゆる分野
に及びます。定員わずか88名の小さな組織ながら、これま
で、あらゆる政党のあらゆる立案依頼に対して公平・中立な
（＝全方位に全力で、の意です）補佐を行ってきたことにより、
議員の信頼を得て、政治の中心地である永田町で、「立法府
の法律顧問」と称される専門家集団として、日々の業務に従
事しています。

「オールジャパン」×「法律の専門家」
　衆議院法制局では、国会の第一院である衆議院という国
政の最前線において、「法律をつくる」という所為を通じ、国民
の役に立っていることを実感することができます。また、人事異
動を通じて様々な法分野に携わることにより、特定の政策分
野に限定されない、いわば「オールジャパン」の幅広い知識と
経験を得つつも、キャリアを通じて法律づくりに携わり続ける
ことで、「法律の専門家」として成長することができるのも、衆
議院法制局ならではです。

　皆さん、ジェットコースターはお好きですか？「来るぞ、来るぞ…」と予見はして
いても、急にそれがやってきたときの落下や回転のスリル感を、たまらないと思う
人も多いのではないでしょうか。他方、これだけは絶対に嫌だ、という人もおられ
るでしょう。

　現在の我が国を取り巻く内外の情勢は、多くの識者が指摘するように、ますま
す流動化しています。人口減少によって縮小する日本社会、生成ＡＩの驚異的な
進展、常任理事国ロシアのウクライナ侵略等々。ワクワク、ドキドキのジェットコー
スターどころではない、とてつもなく不透明な世界に突入していると言っても過
言ではありません。
　他方、そのような事態に対処するための国家としての政策的営みについて
は、第一義的に国会が定める法律によってその活動の根拠が与えられることに
なるのが、法治国家としての大原則です。日々変転する社会・経済情勢に対応
した立法政策に関して、私たちは、与野党全ての会派からの要請を受けて、法
律案の立案、その前提となる法令調査などの両面から、立法補佐活動を行って
います。その作業は、「一寸先は闇」と言われる「永田町」の伝統に違わず、一
定の政治的条件の下で結論を出すため、法案の内容的な面でもスケジュール
的な面でも、これまたジェットコースターのようなスリル感を味わうことも少なく
ありません。

　私たちの職場は、このように「時代状況の流動性」と「永田町の特殊性」と
いった二重の意味でジェットコースター感たっぷりの執務環境にあります。しか
し、私たちは、時流にキャッチアップすることだけを念頭に置いて仕事をしている
わけではありません。
　「時代の変化に対応して、迅速に変えていかねばならないこと（＝流行）」を
自覚するとともに、人々の幸せのために形作られてきた法治の仕組みや立憲主
義といった考え方、その下で国権の最高機関・国の唯一の立法機関と位置付
けられた国民代表機関である国会の役割など、日本国憲法に化体された「変
わらない本質的なもの（＝不易）」をも同時に抱きしめながら、目の前の仕事を
こなしていかなければなりません。常に「古くて、新しい」職場です。

　さあ、こんなダブル・ジェットコースターの世界を「たまらな
いッス！」と考えるか、「御免被りマス」と思うか…。
　まずは、ちょっとだけでも覗いてみませんか？好奇心旺盛な
諸君をお待ちしています！
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